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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の

一部を改正する省令の施行について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省

令（平成１９年厚生労働省令第１５３号）が平成１９年１２月２８日に公布さ

れ、平成２０年４月１日から施行することとされたところであるが、改正の趣

旨等は下記のとおりであるので、御了知の上、その施行に遺憾のないようお願

いするとともに、関係機関及び関係団体等に対する周知方お願いする。

記

第１ 改正の趣旨

今回の改正は、水道法（昭和３２年法律第１７７号）第４条第２項の規定

に基づく水質基準に塩素酸が追加されること（水質基準に関する省令（平成

１５年厚生労働省令第１０１号）の改正）に伴い、建築物における衛生的環

境の確保に関する法律施行規則第４条に基づく水質検査に塩素酸を追加し、

その定期検査の頻度を１年に１回としたこと。

第２ 関係通知の改正

１ 厚生労働省健康局長通知「建築物における衛生的環境の維持管理につい

て （平成２０年１月２５日健発第０１２５００１号）の別添「建築物環」

境衛生維持管理要領 （以下「維持管理要領」という ）の一部を次のよう」 。



に改正し、平成２０年４月１日から適用すること。

( )第２の６の( )のイ中「表中第６の項、３１の項、３３の項、３４の項1 1
及び３９の項」を「表中第６の項、３２の項、３４の項、３５の項及び

４０の項」に改めること。

( )第２の６の( )のウ中「２１の項から３０の項」を「２１の項から３１2 1
の項」に改めること。

第３ その他

１ 測定時期

塩素酸の水質検査は、第２の１の維持管理要領の改正を踏まえ、６月

１日から９月３０日までの間に行うこととしたこと。

２ 検査体制の整備

本省令は平成２０年４月１日より施行されるので、それまでに水質検査

の実施体制の整備等につき必要な措置を講じられたいこと。


